
別紙 ホームヘルパーステーションちゃいむ料金表【２割負担】（Ｒ６.４～） 

 

予防給付（要支援１･２） 

 

月額サービス費用 

介護予防訪問サービスⅠ（週１回程度の利用） 
２，４０２ 円 

要支援１ 要支援２ 

介護予防訪問サービスⅡ（週２回程度の利用） 
４，７９８ 円 

要支援１ 要支援２ 

介護予防訪問サービスⅢ（週２回を超える利用） 
７，６１２ 円 

要支援２ 

 

月額サービス費用 

生活支援訪問サービスⅠ（週１回程度の利用） 
１，７６２ 円 

要支援１ 要支援２ 

生活支援訪問サービスⅡ（週２回程度の利用） 
３，５１６ 円 

要支援１ 要支援２ 

生活支援訪問サービスⅢ（週２回を超える利用） 
５，５６０ 円 

要支援２ 

                                 ＊料金は概算になります。 

 

１円以下を切り上げて表示しておりますので多少の誤差が生じる場合があります。 

＊夜間（１８時から２２時）・・・基本料金の２５％増となります。 

＊早朝（６時から８時）・・・・・基本料金の２５％増となります。 

＊深夜（２２時から６時）・・・・基本料金の５０％増となります。 

 

    【介護予防訪問サービスの加算】 

◎初回加算――新規に利用される方、２ヶ月間利用がなく再開される方、介護保険更新時、 

要支援から要介護、または要介護から要支援になった方は、４００円程度を通常の利用 

料金に加えて頂くようになります。 

 

◎介護職員処遇改善加算Ⅰ―１ヶ月間の利用総単位数の１３．７％の額を頂くようになります。 

◎介護職員特定処遇改善加算Ⅰ―1ヶ月間の利用総単位数の６．３％の額を頂くようになります。 

◎介護職員等ベースアップ等支援加算―1ヶ月間の利用総単位数の２．４％の額を頂くように 

なります。 

◎事業所と同一敷地内又は隣接する建物（養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、 

サービス付き高齢者向け在宅に限る。）に居住する利用者の場合は、所定単位数に９０／     

１００を乗じた単位数での計算になります。 

 

【生活支援訪問サービスの加算】 

◎初回加算・介護職員処遇改善加算は介護予防訪問サービス同様に加算されます。 

同一敷地内に居住する場合も同様に所定単位数に９０/１００を乗じた単位数での 

計算になります。 

       ◎上級資格責任者配置加算：１０/１００を乗じた単位数での加算になります。 

       ◎サービス提供資格評価加算：１０単位/回 

 


